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-------------------------------------------------------------------------------------- 

両立支援等助成金に「不妊治療及び女性

の健康課題対応両立支援コース」が新設さ

れました 

令和７年度から両立支援等助成金に、「不妊治

療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新

設されました。既存の不妊治療両立支援コースの

支給対象事業主と要件を見直したもので、更年期

の心身の不調、月経困難症など女性の健康課題

への対応と、仕事の両立を実現するための環境整

備に取り組む中小企業を対象にしています。 

◆「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援

コース」の概要 

不妊治療と仕事との両立、女性の健康課題であ

る月経に起因する症状や更年期における心身の不

調への対応と仕事との両立に資する職場環境の整

備に取り組み、不妊治療、女性の健康課題対応を

図るために利用可能な休暇制度等（休暇制度（多

目的・特定目的とも可）・所定外労働制限制度（残

業免除）・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレッ

クスタイム制・在宅勤務等）を導入し、労働者に制

度を利用させた中小企業事業主に助成するもので

す。この助成金は事業所単位ではなく事業主単位

で支給されます。 

◆助成金の種類 

助成金は、支給要領に定める次の場合に支給し

ます。 

イ 不妊治療 

不妊治療と仕事との両立支援制度について、労

働協約または就業規則等の規定整備により導入

し、対象労働者がいずれかの制度を５日（回）以上

利用した場合に支給する。 

ロ 女性の健康課題対応（月経） 

月経に起因する症状への対応を図るための制度

について、労働協約または就業規則等の規定整備

により導入し、対象労働者がいずれかの制度を５日

（回）以上利用した場合に支給する。 

ハ 女性の健康課題対応（更年期） 

更年期における心身の不調への対応を図るため

の制度について、労働協約または就業規則等の規

定整備により導入し、対象労働者がいずれかの制

度を５日（回）以上利用した場合に支給する。 

助成金を受ける際の詳しい要件などの詳細は、

厚生労働省のホームページを確認してください。ま

た、支給申請については当事務所へお気軽にご相

談ください。 

マイナ保険証の有効期限をご存知ですか？ 

◆マイナンバーカードと有効期限 

 マイナ免許証の交付開始時に、現行システム上の

注意点としてマイナンバーカードと運転免許証の更

新の順番によっては免許情報の再度の紐付けをし

ないと免許不携帯になるおそれがあるとの注意喚起

がされましたが、マイナ保険証でも有効期限に注意

が必要です。 

 マイナンバーカードの有効期限は、18 歳以上が発

行の日から 10回目の誕生日まで、18 歳未満は５

回目の誕生日までですが、マイナ保険証利用時等

に利用する電子証明書（数字４桁）の有効期限

は、全年齢で５回目の誕生日までとされているからで

す。 

つまり、マイナンバーカードは有効期限内であって

もマイナ保険証は期限切れ、ということが起こり得る

のです。 

冨労務管理事務所便り 

2025 年５月号 

社会保険労務士法人 

○  

連絡先：〒374－0027  

    群馬県館林市富士見町５番３０号 

電 話：0276-72-2366   

ＦＡＸ：0276-70-1069 

ｅ－ｍａｉｌ：tomi-roumu@krc.biglobe.ne.jp 



 2 

◆有効期限が切れてしまったら？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、有効期

限の２～３カ月前を目途に有効期限通知書が送付

されてくるので、市区町村窓口で手続きをすれば更

新できます。 

 期限内に手続きができなかった場合、期限切れか

ら３カ月間は引き続きマイナ保険証で受診できます

（保険資格情報の提供のみ）。３カ月を過ぎるとマイ

ナ保険証では受診できなくなり、再発行の手続きを

しなかった場合、３カ月以内に資格確認書が交付さ

れます。 

◆どんな手続きが必要？ 

 マイナンバーカードおよび電子証明書は、上記のと

おり、有効期限が近づくと有効期限通知書が送付

されてきます。 

 通知書に交付申請用ＱＲコードがある場合は、ス

マートフォンで申請の上、市区町村窓口で新しいマ

イナンバーカードと交換できます。ＱＲコードがない場

合は、有効期限通知書に記載された必要書類を

持って市区町村窓口で手続きをします。 

厚生労働大臣が定める現物給与の価額が

改正されました 

日本年金機構は、令和７年度から適用となる全

国現物給与価額一覧表（厚生労働大臣が定める

現物給与の価額）を公開しました。物価高の影響を

踏まえ、食事として支給される現物給与の評価額が

引き上げられました。 

◆現物給与について 

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、

勤務する事業所より労働の対償として現物で支給

されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し

報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標

準報酬月額を求めることになります。現物で支給さ

れるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働

大臣が定める現物給与の価額」（厚生労働省告示）

に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、

自社製品等その他のもので支給される場合は、原

則として時価に換算します。 

なお、本社管理（本社と支店等が合わせて１つの

適用事業所になっていること）の適用事業所におけ

る支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平

成 25 年４月１日以降、支店等が所在する都道府

県の価額を適用しています。 

◆食事で支払われる全国現物給与価額一覧表の

抜粋（都道府県により異なる） 

・１人１月当たりの食事の額：22,800 円～25,200

（900 円程度増） 

・１人１日当たりの食事の額：760 円～840 円（40

円程度増） 

・１人１日当たりの朝食のみの額：190 円～210 円

（10 円程度増） 

・１人１日当たりの昼食のみの額：270 円～290 円

（10 円程度増） 

・１人１日当たりの夕食のみの額：310 円～340 円

（20 円程度増） 

 改正された現物給与の価額は、標準報酬月額の

算定における「固定的賃金の変動」に該当します。

「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合が

ありますのでご注意ください。 

５月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

12日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15日 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 

6月 2日 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］ 


